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現
在
、
山
梨
県
地
方
税
制
等
検
討
会
に
お
い
て
、
飲
用
目
的
の
地
下
水
採
取
に
対
す
る
税
（
以
下
、
「
新
税
」
と
い
う
。
）

の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
製
品
製
造
を
は
じ
め
と
す
る
飲
用
目
的
の
地
下
水
採
取
を
狙
い
撃
ち
的

に
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
租
税
三
原
則
の
う
ち
公
平
原
則
及
び
中
立
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
す
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。 

一 

財
務
省
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
税
の
公
平
の
原
則
と
は
「
経
済
力
が
同
等
の
人
に
等
し
い
負
担
を
求
め
る

『
水
平
的
公
平
』
と
、
経
済
力
の
あ
る
人
に
よ
り
大
き
な
負
担
を
求
め
る
『
垂
直
的
公
平
』
」
を
内
容
と
す
る
。
ま
た
、
中

立
の
原
則
と
は
、
「
税
制
が
個
人
や
企
業
の
経
済
活
動
に
お
け
る
選
択
を
歪
め
な
い
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら

税
の
公
平
の
原
則
及
び
中
立
の
原
則
は
、
国
税
の
み
な
ら
ず
地
方
税
に
も
該
当
す
る
か
。 

二 

税
の
公
平
の
原
則
か
ら
は
、
経
済
力
の
あ
る
人
に
よ
り
大
き
な
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
っ
て
、
合
理
的

な
理
由
な
く
「
経
済
力
の
あ
る
人
」
に
該
当
し
な
い
者
に
「
よ
り
大
き
な
負
担
を
求
め
る
」
こ
と
は
、
税
の
公
平
の
原
則
に

反
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

三 

新
税
は
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
製
品
製
造
と
い
う
飲
用
目
的
の
地
下
水
採
取
に
対
し
て
の
み
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
。



 

２ 

 

同
様
に
地
下
水
を
採
取
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
工
業
用
目
的
の
場
合
や
農
業
用
目
的
の
場
合
に
は
課
税
の
対
象
と
は
な
っ

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
飲
用
目
的
の
地
下
水
採
取
者
が
工
業
用
・
農
業
用
目

的
の
地
下
水
採
取
者
と
比
べ
て
、
担
税
力
が
大
き
い
と
考
え
る
根
拠
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
飲
用
目
的
の
地
下
水
採
取
を
工
業
用
・
農
業
用
目
的
の
地
下
水
採
取
と
税
制
上
別
に
扱
う
こ
と
は
、
飲

用
目
的
で
地
下
水
を
採
取
す
る
者
を
不
当
に
差
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
税
の
公
平
の
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

四 

税
の
中
立
の
原
則
に
い
う
税
制
が
個
人
や
企
業
の
「
経
済
活
動
に
お
け
る
選
択
を
歪
め
」
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

新
税
の
導
入
に
よ
っ
て
、
山
梨
県
だ
け
が
地
下
水
の
採
取
に
課
税
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
原
価
や
市
場
価
格
に
も

反
映
さ
れ
る
の
で
、
山
梨
県
の
水
は
、
競
争
上
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
富
士
山
系
を
水
源
と
す
る
静
岡
県

で
は
課
税
さ
れ
ず
、
山
梨
県
で
は
課
税
さ
れ
る
と
い
う
事
に
な
る
の
で
、
操
業
地
に
関
す
る
企
業
の
選
択
に
も
影
響
が
及

ぶ
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
個
人
や
企
業
の
経
済
活
動
に
お
け
る
選
択
を
歪
め
る
こ
と
に
な
り
、
税
の
中
立
原
則
に
反
す
る

の
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


